佐伯市基幹相談支援センター事業業務に係る公募型プロポーザル実施要領

１　事業の目的
本市では、令和５年度に策定した「第４次佐伯市障がい者計画」において、相談支援体制の充実と地域の連携・ネットワーク強化を謳っており、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として「佐伯市基幹相談支援センター」を令和７年度から設置した。
これにより、従来の相談支援センター業務である「委託一般相談支援事業」に加え、「地域の相談支援体制の強化」や「自立支援協議会を通じた地域づくり」といった基幹相談支援センターとしての業務を担うことが可能となった。
本実施要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として設置される佐伯市基幹相談支援センター業務を委託する事業者の選定に当たり、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により企画提案等を求め、その内容及び能力を総合的に比較検討し、最も適格と判断される事業者を特定する手続きを定めることを目的とする。

２　業務の概要
(１)業務名
佐伯市基幹相談支援センター事業業務（以下、「本業務」という。）
(２)業務内容
「佐伯市基幹相談支援センター事業業務仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおり。
ただし、契約時における仕様書は、契約候補者として選定された参加者の企画提案内容により、提案内容をもとに甲乙で作成するものとする。
(３)業務期間
契約締結の日から令和９年３月３１日まで
(４)委託金額の上限
6,380,000円（消費税及び地方消費税を含む）
ただし、この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すものであることに留意すること。
(５)その他
本業務は、厚生労働省が実施する「令和8年度地域生活支援事業費等補助金」を活用するものである。

３　参加資格
本プロポーザルへの参加資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす事業者とする。
（１）主たる事務所が大分県内にあり、令和７年１２月１日時点で本市の指定した指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所を運営している者であること。
（２）佐伯市の入札参加資格名簿に登載されている事業者。ただし、入札参加資格者名簿に登載されていない場合にあっても、次に掲げる事項の書類を提出し、市長が参加資格を有すると認めた場合は、参加できるものとする。
①登記事項証明書又は登記簿謄本
②印鑑証明書
③納税証明書（以下参照）
③‐1 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（税務署発行（様式その３の３））
③‐2 大分県の県税事務所発行の大分県税の納税証明書（大分県県税条例施行規則第50号様式の２） ※大分県税のすべての税目において未納が無い旨の証明。
③‐3 市税に滞納の無い旨を証明できる書類
④財務諸表（以下参照）
④‐1 貸借対照表（直近 1 年度分）
④‐2 損益計算書（直近 1 年度分）
[bookmark: _Hlk217053031]※財務諸表がない場合は、直近 1 年度分の決算書
（３）地方自治法令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しない事業者であること。
（４）破産法（平成16年法律第75号）の規定により破産の申し立てがなされていないこと。会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は再生手続きを行っていないこと。
（５）佐伯市暴力団排除条例(平成23年条例第43号)に規定する暴力団でないこと及び暴力団との関係を有しないこと。

４　失格事項
参加表明書を提出してから受託者が決定するまでの間に、次のいずれかに該当した場合は、失格又は審査の対象から外します。
ア　参加表明書書又は会社概要書等に虚偽の内容が記載されている場合
イ　審査の公平性に影響を与える行為があったと認める場合
ウ　著しく信義に反する行為があった場合

５　参加受付
本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。
（１）提出期限
令和８年１月16日（金）　17時まで
（２）提出方法
次のいずれかの方法により提出すること。
①　下記「13　問合せ先」に記載の場所に持参又は郵送すること。郵送による場合は、提出期限の日までに到着したものを有効とし、配達確認ができる方法にて送付すること。
②　事務局のE-mailアドレス（「13　問合せ先』参照）へ電子メールにて提出すること。
（３）提出書類及び提出部数
次の各書類について、１部提出すること。
１）参加表明書（様式１)
２）会社概要書（様式２)
３）定款、登記事項証明書又は登記簿謄本
「３　参加資格」（２）において提出済みの場合は省略することができる。
４）配置職員の経歴書（様式３)
本業務実施のために基幹相談支援センターへ派遣する相談支援専門員について記載すること。

６　質疑応答
（１）提出書類
質問書（様式４）を使用した文書によるものとする。
（２）提出方法
電子メールで担当まで送付すること。電子メールの件名は「佐伯市基幹相談支援センター事業業務に関する質問」とし、電話により受信確認を行うこと。
（３）受付期限
令和８年１月13日（火）　17時まで（必着）
（４）回答方法
質問に対する回答は、令和８年１月15日（木）17時までに、本市ホームページ上で公表する。なお、質疑を行った参加者名は公開しないものとする。

７　契約候補者の選定方法
「佐伯市基幹相談支援センター事業業務プロポーザル選考委員会」（以下「委員会」という。を設置し、当該プロポーザルによる審査を行い、契約候補者を選定する。参加表明書の提出を受けた後にプレゼンテーション審査を行い、評価が最も優れている参加者を第１優先契約候補者として選定する。（次点者も決定する。）
なお、審査結果については、佐伯市ホームページにおいて公表する。この場合において参加者の名称については、第１優先契約候補者のみ公表する。
選定結果について、参加者全員に対し郵送で結果を通知する。ただし、審査及び結果に関する質問や異議は受け付けないものとする。

８　プレゼンテーション及び審査の実施
（１）審査方法
提出された会社概要書等をもとに、参加者によるプレゼンテーションを実施し、委員会において評価が最も優れている事業者を選定する。プロポーザルは「佐伯市基幹相談支援センター事業業務プロポーザル審査評価基準（以下「評価審査基準」という。）」に基づき審査し、佐伯市基幹相談支援センター事業業務プロポーザル審査評価基準表（様式５）の項目ごとの点数を合計し、総合得点により順位を決定する。
総合得点が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。ただし、その者と合意に至らなかった場合には、次に総合得点が高い者から順に交渉を行う。
なお、総合得点の満点（９０点）の６割（５４点）を最低基準点とする。
（２）プレゼンテーション内容
会社概要書をもとにした口頭説明を20分、質疑応答を10分とする。
（３）プレゼンテーション及び委員会実施日
令和８年２月13日（金）
（４）プレゼンテーションの際の注意事項
①プレゼンテーションの実施時間及び会場等の詳細は、令和８年１月21日（水）までに電子メールで通知する。なお、プレゼンテーションの順番は、原則として参加表明書の受付順とする。
②プレゼンテーションに使用するプロジェクター及びスクリーンは本市で準備するが、パ
ソコン等は提案者において準備する。
③指定した時間に遅れる場合は失格とする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの
限りではない。
（５）審査結果
プロポーザルは、委員会が評価審査基準に基づき審査し、後日速やかに参加者全員にその結果を書面にて通知する。

９　評価基準
評価項目及び評価基準は次のとおりとする。
佐伯市基幹相談支援センター事業業務プロポーザル審査評価基準（満点90点）
	区分
	評価項目
	評価ポイント
	配点

	1 基本方針等
	①運営方針
	佐伯市障害者基幹相談支援センター運営業務が果たすべき役割や地域で生活する障害者等のニーズを理解した上で、本市内における相談支援の中核機関としての機能を果たせるか。
	5点

	
	②公平・中立性の確保
	公的な相談窓口として、特定の障害者等に偏重することなく公平性・中立性を確保できる実施方針となっているか。
	5点

	
	③関係機関等とのネットワークの構築
	関係機関等や地域の相談事業所との実行可能な連携方法等が考えられているか。
	5点

	2 事業内容
	①総合的な相談支援の実施
	障害種別を問わない相談支援及びケアマネジメント支援の必要性について、考え方や支援の具体的な方法が明記されているか。
	5点

	
	②地域の相談支援体制の整備・充実に関する取組
	地域の相談支援体制の整備・充実に関する取組を実施するため、その根拠となる地域課題の把握方法等が明記されているか。
	5点

	
	③障害者虐待に対する取組
	障害者虐待への予防的対応及び再発防止に資する支援について具体的な方法が明記されているか。
	5点

	
	④普及・啓発
	成年後見制度や障害者差別解消法の合理的配慮、サービス等利用計画を使用した災害後の生活支援の運用及び避難行動要支援者避難制度について理解し、普及啓発のための具体的な方法が明記されているか。
	5点

	
	⑤佐伯市障害者自立支援協議会の運営等
	佐伯市障害者自立支援協議会について理解し、地域部会の具体的な運営方法について明記されているか。
	5点

	
	⑥地域生活支援拠点運営業務
	地域生活支援拠点運営業務の実施体制について具体的に明記されているか。
	5点

	
	⑦関係機関との連携実績
	本業務の効果的な運営に必要な保健・医療・福祉関係機関との連携実績は十分か。
	5点

	3 実施体制
	①休日・夜間の対応
	夜間等の業務時間外の相談、対応対策について配慮されているか。また、それは実行可能な体制か。
	5点

	
	②配置予定職員
	配置する予定の相談員は、障害者等や高齢障害者を支援する業務に従事した経験が豊富であるなど、多様な相談に対応できる能力を有するか。
	5点

	
	③人材の確保・育成
	佐伯市障害者基幹相談支援センター運営業務に求められる相談員像の考え方が明確であり、その資質向上のための方法は適切であるか。
	5点

	
	④欠員が生じた場合の体制確保の方法
	相談員に欠員が生じた場合の対応として、業務が滞ることのないバックアップ体制が確保されているか。
	5点

	
	⑤利用者の利便性
	相談に際しては、利用者の利便性に配慮されているか。
	5点

	4 相談支援等に関する実績・成果
	これまでに障害者等に対する相談支援や地域マネジメントを実施した経験及び実績を有しているか。
	10点

	5 特記事項
	事業者の意欲や将来性等に関する自己ＰＲから、当該事業者に業務委託することにより、本市内の住民にとってメリットはあるといえるか。
	5点



10　契約の締結
審査結果に基づき選定した第１優先契約候補者と、提案に沿って契約内容について協議、調整を行った上で、随意契約により委託契約を締結する。その際、協議等の結果に基づき、提案内容の一部を変更する場合がある。
なお、第１優先契約候補者に選定された参加者が辞退した場合、又は協議が整わなかつたときは、次点者を第２優先契約候補者に選定し、契約についての協議等を行った上で、契約を締結するものとする。
また、参加者が１者の場合にあっても審査を実施し、その提案内容が審査基準を満たすと認められる場合は、その参加者を契約候補者として選定し、随意契約により委託契約を締結する。

11　実施スケジュール
	項	目
	期	日

	公募型プロポーザル公募開始
	令和８年１月5日（月）

	本業務に関する質問の受付期限
	令和８年１月13日（火）　17時まで

	本業務に関する質問の回答期限
	令和８年１月15日（木）　17時まで

	参加表明書等受付期限
	令和８年１月16日（金）　17時まで

	プレゼンテーション通知
	令和８年１月21日（水）

	プレゼンテーション実施日
	令和８年２月13日（金）

	審査結果通知
	令和８年２月20日（金）

	契約締結（予定）
	令和８年３月予定



12　その他
（１）参加表明書等必要書類の作成・提出等に係る一切の経費は、参加者の負担とする。また提出書類は返却しない。
（２）提出期限後の提出書類の差し替えは認めない。
（３）採用された企画提案については、内容の一部変更を指示することがある。
（４）本業務により得られた成果品及びすべての権利（所有権、著作権等）は、本市に帰属するものとする。
（５）この要領に定めのない事項については、別途協議のうえ決定する。
（６）このプロポーザルに参加した者は、この実施要領に同意したものとみなす。
（７）参加表明書類の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、署名および押印された辞退届（様式６)を「13　問合せ先」まで提出すること。辞退しても、以後における不利益な取り扱いはしない。

13　問合せ先（事務局）
佐伯市福祉保健部障がい福祉課障がい福祉係（担当：甲斐)
住所：〒876-8585　大分県佐伯市中村南町1番1号
電話：0972-22-4514　FAX：0972-22-6002
電子メール：syougai@city.saiki.lg.jp
